
総合評価一般競争入札方式の清掃業務（告示番号第4587号）に係る質問及び回答

№ 質問日 回答日 調達案件名称 質問 回答 回答作成

1 7/27 8/5
・清田区総合庁舎清掃業務
・南区役所等庁舎清掃業務

前回の入札時に、シャワー室の歩掛りについては、独自の歩掛り
を用いているということでした。
今回は前回と比較し、仕様が少し増えているように見受けられま
すが、同じ歩掛を使ってもよろしいのでしょうか。
前回とは別に独自の歩掛りを再設定しているのであれば、教えて
ください。

　仕様の変更に伴い、「令和３年度市有施設維持管理業務に係る
労務単価」の項目２「建築保全業務積算基準に定めのない項目の
積算単価」のうち、「浴室・脱衣場（日常清掃）」の歩掛りを使
用しています（清掃員B　0.0040人工/㎡）。
　なお、該当資料につきましては、本市HPに掲載しておりますの
で、下記URLにてご確認ください。

　https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-
kanri/oshirase/documents/roumutankahyo03.pdf

清）市民部
総務企画課

南）市民部
総務企画課

2 7/27 8/5
・清田区総合庁舎清掃業務
・南区役所等庁舎清掃業務
・手稲区総合庁舎清掃業務

臨時清掃・雑役というのがありますが、これは独自の歩掛を設定
されているのでしょうか。

　当該作業項目については、別紙の作業内容に記載のある１日あ
たりの作業時間を清掃員Ｂ及びＣにより按分する想定で歩掛りを
設定しており、下記のとおりとなります。

清）市民部
総務企画課

南）市民部
総務企画課

手）市民部
総務企画課

清掃員A 清掃員B 清掃員C
- 0.0625 0.0625
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